
　２６年度の益子町における人事行政運営等の状況について公表します。これは、人事行政の運営等の状況を町民
の皆様に公表することにより、人事行政の公平性・透明性を高めることを目的としています。
　対象は一般職員のみとしていますので、町長などの特別職（教育長含む。）、嘱託職員及び臨時職員は対象外と
なります。また、公表値は２６年度中の数値となります。なお、東日本大震災の被災地等への派遣職員の取り扱いに
ついては、特に断りがない限り、以下のとおりとしました。

注 芳賀中部上水道企業団への派遣職員のうち１人の派遣期間は４月１日から９月３０日までであり、もう１人は
１０月１日から２７年３月３１日までである。（後者は、派遣のため選考により１０月１日付で採用した。）

１　職員の競争試験の状況
（１）職員の競争試験の状況

　２６年度に実施した次年度採用職員の競争試験の状況は、以下のとおりです。なお、２５年度に実施した次年度
採用職員の競争試験は、一般事務（競争率：３．７１倍）及び土木・建築事務（競争率：３．００倍）について行いまし
た。採用者数は２（１）①を参照してください。

注　一般事務①は一般事務②以外の区分、一般事務②は障がい者採用区分

２　職員の採用、異動、退職等に関する任免の状況
（１）職員採用の状況

①試験採用の状況
　２６年度における試験採用は、以下のとおりです。なお、２５年度の採用者は、一般事務５人でした。

②選考採用の状況
　２６年度の選考採用は、以下のとおりです。なお、２５年度の採用者は、一般事務１人、土木事務２人でした。

注１　一般事務の１人は、土祭及びその関連事務のための任期付職員として採用した。
注２　土木・建築事務の１人は、芳賀中部上水道企業団への派遣のための任期付職員として採用した。
注３　技能労務職のうち1人は、芳賀郡中部環境衛生事務組合の職員を技能労務職員として採用し、もう1人は学
 　　　校技手の退職者を再任用職員として採用した。
注４　保健師については、競争試験実施時には申込者がなかったため、後日再度募集し、申込みのあった８人
 　　　から１人を選考により採用した。

（２）再任用職員の実施状況
①制度の概要

　益子町の定年退職者等を従前の勤務実績等に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、常時
勤務を要する職又は短時間勤務を要する職に採用することができます。任期は１年を超えない範囲内で６５歳
（ただし、６５歳は制度完成時。任期の最終年齢は下の表のとおり段階的に引き上げ。）まで更新することができ
ます。

②在職状況
　２６年度は、技能労務職員（学校技手）として1人の在職実績がありました。（4月1日から1年間）

土木・建築事務

1

東日本大震災被災地（宮城県東松島市） 1（一般職員）
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Ａ
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1
一般事務
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合格者数

最終合格者数
Ｂ

競争率
Ａ／Ｂ

町から支給 含める
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属する区分

平成２６年度　益子町における
人事行政運営等の状況について

土木・建築事務 2 2 1

給与の支給 集計に含めるか否か

0 ―
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    ２５年３月３１日
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土木・建築事務

1
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技能労務職
2

保健師
1
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（３）職員の退職の状況
　２６年度中の退職者は以下のとおりです。職種別の内訳は、一般事務職２人、保健師１人および技能労務職１人
でした。なお、２５年度中の退職者は１５人（定年退職８人、定年前早期退職６人、任期付職員の任期満了による
もの１人）でした。

（４）職員の人事異動の状況
　２６年度の人事異動の状況は、以下のとおりです。２５年度中の退職者が例年よりも非常に多かった（１５人）ため、
比較的大規模な人事異動となりました。なお、２５年度は３６人でした。

（５）職員の役職別在職状況
　２６年４月１日現在の役職別在職状況は、以下のとおりです。

（６）職員の年齢階層別在職状況
　２６年４月１日現在の年齢階層別在職状況は、以下のとおりです。

（７）職員の職種別職員数
　２６年４月１日現在の職種別職員数は、以下のとおりです。

注 一般事務職には、技術系職員（技師等）も含む（以下同じ）。

（８）職員の定員管理の状況
①部門別職員数の状況と主な増減理由

　部門別職員数と主な増減理由は、以下のとおりです。なお、職員数は各年ともに４月１日現在です。

注１ （　）書きは、益子町職員定数条例における定数の合計である。
注２ 「人口１万人当たりの職員数」の基礎となる人口は、２６年３月３１日現在の住民基本台帳人口（２４，４６４人）

である。
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考
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②職員数の推移
区分

部門

注 職員数の取り扱いは、２（８）①と同じ。

３　職員の給与の状況
（１）人件費の状況

　２６年度の普通会計決算額による人件費は、以下のとおりです。普通会計決算額であるため、特別会計人件費
に属する職員の人件費は含まれていません。また、ここでの人件費には、議員、各種委員会委員、特別職等の報
酬・給与・職員共済費等が含まれています。なお、２５年度普通会計決算額における人件費率は１６．６％でした。

（２）職員給与費の状況
　２６年度決算額における一般職員の給与費（普通会計及び特別会計）は、以下のとおりです。

注１ 「一般事務職等」とは、一般事務職、保健師、管理栄養士及び看護師を指す（以下同じ。）。
注２ ２６年度は９月３０日付で芳賀中部上水道企業団への派遣が終了となった職員が１人いるため、４月１日現

在の職員数とは異なっている。

（３）職員の平均給料月額及び平均年齢の状況
　２６年度決算額における職員の平均給料月額及び平均年齢は、以下のとおりです。２５年度における平均給料
月額（平均年齢）は、一般事務職等293,955円（41.1歳）、技能労務職287,519円（51.1歳）でした。

注１ 平均年齢は、２６年４月１日現在で十進法で表記している。
注２ 算出方法は、３（２）のＢ/Ａ÷１２か月

（４）職員の初任給の状況
　２６年４月１日現在の職員の初任給の状況は、以下のとおりです。

注１ 「一般行政職」とは、給与実態調査における区分に同じ（以下同じ）。
注２ 金額は、人事院勧告に伴う給与条例改正後の金額である。
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（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額
　２６年４月１日現在の経験年数別・学歴別平均給料月額は、以下のとおりです。なお、「経験年数」とは、大学等
卒業後直ちに採用され、引き続き勤務している場合の採用後の年数を指しています。　

注１ 経験年数に近似の職員がいない項目は「－」、該当者が１～２人となる項目には「＊」としている。
注２ 一般行政職（大学卒）において「経験年数１０年」の職員は経験年数１０年および１１年の平均値。
注３ 一般行政職（大学卒）において「経験年数２０年」の職員は経験年数１９年～２１年の平均値。
注４ 一般行政職（高校卒）において「経験年数２０年」の職員は経験年数２０年および２１年の平均値。
注５ 一般行政職（大学卒）において「経験年数２５年」の職員は経験年数２４年～２６年の平均値。
注６ 一般行政職（高校卒）において「経験年数２５年」の職員は経験年数２４年～２６年の平均値。
注７ 一般行政職（大学卒）において「経験年数３０年」の職員は経験年数２９年および３１年の平均値。

（６）一般行政職の級別職員数の状況
　２６年４月１日現在の一般行政職における級別職員数の一覧は、以下のとおりです。

注 ２４年度から部長制導入に伴い、それまでの６級制から７級制へ改正した。

（７）職員手当の状況
①期末・勤勉手当

　２６年度における期末・勤勉手当の支給月数は、以下のとおりです。１８年度の給与構造改革により勤勉手当の
支給については勤務成績によることとされたため、実際の支給については「良好」（普通）の区分で支給し、一般
職員（６月：０．６４５月、１２月０．７９５月）、特定幹部職員（６月：０．８４５月、１２月０．９９５月）でした。

（ （ （ （ （ （

（ （ （ （ （ （

（ （ （ （ （ （
注１ ２６年人事院勧告に伴う給与条例改正後の支給月数（前年度比：０．１５月（再任用職員：０．０５月））による。
注２ 「特定幹部職員」とは、行政職給料表７級及び６級の者（部・課長等）を指す。
注３ （　）内は、再任用職員に係る支給割合である。
注４ 行政職給料表３級以上の者に対しては、加算措置（５／１００～１５／１００）がある。
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②退職手当
　益子町は栃木県市町村総合事務組合に退職手当事務処理を委託し、支給については栃木県市町村総合事
務組合の「一般職の職員の退職手当に関する条例」に基づき支給されています。
　なお、２７年３月３１日現在の支給月数等については、以下のとおりです。

（ （

注 ２６年度中の「勧奨・定年」退職者は１名のみのため、＊とした。

③その他の手当
　給与条例に基づくその他の手当については、以下のとおりです（児童手当は除く。）。

43 年以上）

○配偶者がいる場合
・扶養親族である配偶者　　１３，０００円
・子、父母など　１人につき　　６，５００円
○配偶者がいない場合
・１人目　　　１１，０００円
・２人目以降　６，５００円
○特定扶養加算（１人につき ５，０００円）
・満１６歳の到達年度の４月から満２２歳
　到達年度の３月までの子

○借家の場合
・家賃２３，０００円以下
　家賃額－１２，０００円
・家賃２３，０００円超～５５，０００円未満
　（家賃額－２３，０００円）×１／２
　＋１１，０００円
・家賃５５，０００円以上
　２７，０００円

支給実績

管理職員特別
勤務手当

当直勤務を命じられ
た職員に対して支給

週休日、又は休日等
に勤務を命じられた
管理職に対して支給

１回につき、４，２００円（ただし、１２月２９
日～１月３日までは８，４００円）

1,304当直手当

0

時間外勤務手当

片道２㎞以上を自家
用車等で通勤する職
員に対して支給

正規の時間外に勤務
することを命じられた
職員に対して支給（管
理職以外に支給）

扶養手当
配偶者、子など扶養
親族のある職員に対
して支給

管理職手当

管理職員（部長・課長
等）に対して支給（１９
年度から定額支給と
し、当分の間、支給額
を抑制）

通勤手当

住居手当
職員が借り受けている
住宅を有する職員に
対して支給

２６年度退職者
１人当たりの平均支給額

加算措置の状況

支給月額等手当名 概要

千円 ＊

支
給
率

勤続区分
勤続２０年
勤続２５年
勤続３０年

最高限度額

自家用車等を使用の場合通勤距離数に
応じて、３，０００円～２１，０００円など

時間外勤務の勤務時間に応じ、１２５／１
００～１６５／１００の割合の時間外手当を
支給

10,528

支給職員
１人あたり

平均支給額

千円

部　　　長 ： ７，０００円
課　　　長 ： ６，０００円
ただし、６時間を超えた場合は１５０／１０
０を乗じて支給

勧奨・定年
月

定年前早期退職特例措置（２～２０％）

千円

円212,57214,030

千円 252,267 円

8,967 千円 71,163 円

千円 376,888 円

27,241 千円 212,822 円

10,188 円

0 円

千円

千円

月52.44

月
月

6,407

3,784

部　　　長 ： ５４，０００円 ← ７２，７００円
課長・局長 ： ２７，０００円 ← ４９，９００円
主　　　幹 ： ２２，９００円 ← ４５，７００円

月
月
月

自己都合

30.82
21.62

38.18
36.57
44.85

月52.44 35 年以上）

27.025
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４　職員の勤務時間、休暇及び旅費等に関する勤務条件の状況
（１）職員の勤務時間

　２６年度における職員の勤務時間は、以下のとおりです。陶芸メッセ・益子、フォレスト益子、生涯学習課では利
便性を考慮して週休日の割り振りを行い、小中学校・給食センターでは児童・生徒の時間割に合わせた勤務時間
の割り振りを行っています。

注１ 学校教育課(小・中学校)は、小・中学校勤務の町職員(技能労務職)の例示であり、学校によっては異なる。
注２ 毎週金曜日、税務課及び住民課は19:00まで業務時間の延長を行っている（祝日・年末年始は除く。）。
注３ ２４年４月から毎月第１・３土曜日（祝日は除く）の8：30～12：00は税務課・住民課の一部業務を行っている。

（２）年次有給休暇の取得状況
　２６年度の年次有給休暇の取得状況は、以下のとおりです。年次有給休暇は、職員の在職期間に応じて各年に
最高２０日分付与され、現年度付与分が残った場合はその残存日数を次年度に繰り越せます。また、取得は１日
又は１時間単位で可能です。なお、２５年度の平均取得日数は、８．１日（取得率２０．８）でした。

注 年間を通じての派遣職員１人及び育児休業者４人は集計対象外とした。

（３）時間外勤務及び休日勤務の状況
　時間外勤務と休日勤務の状況は、以下のとおりです。
　２６年度は、臨時福祉給付金の交付事務、「はが路ふれあいマラソン」および「前土祭」に伴う時間外勤務・休日
勤務などがあり増加しました。

注 年間を通じての育児休業者４人は集計対象外とした。

（４）特別休暇等の状況
　結婚、産前・産後など社会慣習上、勤務しないことがやむを得ない場合に認められる休暇が特別休暇です。

８：３０

日 6.6

１０：００～１０：２０
１３：１０～１３：３５

１２：００～１３：００

１５：５０

943.6 日

時間
時間

105.6
126.9

実績なし

人144 5,484 日

公の職務執行（国会、裁判所等
への出頭）のための休暇

必要と認められる期間 有給

骨髄液提供のための休暇 必要と認められる期間 有給

休暇の種類 付与日数・期間等 有給・無給

公民権行使（選挙権の行使な
ど）のための休暇

必要と認められる期間 有給

２５年度
２６年度 人

人

８：００ １６：４５

年度
対象職員数

（管理職員以外）
時間外・休日
勤務総時間数

128

職員一人当たりの
時間外・休日勤務時間数

１７：１５ １２：００～１３：００

取得率
Ｃ／Ｂ＊１００

８：３０

学校教育課
（給食センター）

３８時間４５分

％

平均取得日数
Ｃ／Ａ

日曜日・月曜日

対象職員数
Ａ

総付与日数
Ｂ

総取得日数
Ｃ

７：２０

生涯学習課
（公民館等）

１７：１５フォレスト益子 ３８時間４５分

３８時間４５分

学校教育課
（小・中学校）

区分 １週間の勤務時間 始業時間
本庁等 ３８時間４５分

終業時間
８：３０

特殊勤務手当

感染症の予防、死体
収容、税務事務に従
事する職員に対して
支給（ただし、税務事
務従事者への特殊勤
務手当は、支給を凍
結中）

感染症予防 ： １，０００円/１日
死 体 収 容 ： ３，０００円/１体
税 務 事 務 ： １，５００円/１月

１２：００～１３：００

１２：００～１３：００

３８時間４５分

３８時間４５分

実績なし

時間
時間

休日（週休日）

８：３０

火曜日・水曜日

13,412

土曜日・日曜日

土曜日・日曜日

16,240
127

17.2

１２：００～１３：００

支給実績
支給職員
１人あたり

平均支給額

休憩時間
１７：１５

日曜日・月曜日または
月曜日・土曜日

土曜日・日曜日

１７：１５陶芸メッセ・益子

手当名 概要 支給月額等
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（５）育児休業の状況
　２６年度中における育児休業の状況は、以下のとおりです。育児休業は、その子の満３歳の誕生日の前日まで
の期間において原則１回取得することができ、原則１回に限り期間の延長をすることが可能です。ただし、育児休
業期間中は、無給となります（後述する栃木県市町村職員共済組合などから育児休業手当金が支給される。）。

注１ 「２６年度の取得者」欄の上段は２６年度に新たに取得した者、下段は前年度以前から引き続き取得してい
る者の人数である。

注２ 前年度以前から育児休業を取得しており、さらに２６年度に新たに取得した者は、上下どちらの欄にも計上
している。

（６）旅費制度の概要
　２６年度における旅費の制度は、以下のとおりです。

人

２６年度の取得者

上記の非常勤特別職以外の職員及び一般職員

－

２６年度中に新たに取得可能となった職員

１２，０００円

宿泊料

１３，０００円

区分 日当

議会の議員、特別職（教育長を含む。）並びに非常勤特別職の
うち、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員、
農業委員会の委員及び固定資産評価審査委員会の委員

当分の間
支給しない

人人11 6 人計

－

当分の間
支給しない

6
1

災害又は交通機関の事故等に
よる休暇

人 －

1

育児休業 部分休業
育児

短時間
勤務

事由に応じ、７日の範囲内の期間又は必要と認められる期間 有給

職員
区分

－ 人

0 人男性

女性

人

法要休暇
父母の追悼のための特別な行事（死後１５年以内）で勤務しな
いことが相当であると認められる場合において、１日の範囲内
の期間

有給

夏季休暇 ７月から９月までの期間において、３日の範囲内の期間 有給

子の看護のための休暇 １年度につき５日の範囲内の期間 有給
忌引休暇 死亡者の区分に応じ、１日から７日の範囲内の期間 有給

妻の出産休暇
出産に係る入院等の日から出産後２週間を経過する期間内に
おける２日の範囲内の期間

有給

妻の出産に係る子の養育休暇
職員の妻が出産する場合において、出産予定の６週間（多胎
妊娠の場合にあっては１４週間）前の日から出産の日後８週間
を経過する期間内における５日の範囲内の期間

有給

産後休暇 出産の日の翌日から８週間を経過するまでの期間 有給

授乳休暇
生後１年に達しない子を育てる職員で、１日２回各３０分以内又
は１日１回６０分以内の期間

有給

妊婦の通勤緩和のための休暇
正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日を通じて１時
間を超えない範囲内で必要と認められる期間

有給

産前休暇
６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産する
予定である女性職員が申し出た期間

有給

生理休暇 ２日を超えない範囲内での期間 有給

妊産婦の健康診査等のための
休暇

妊娠満２３週までは４週間に１回、妊娠満２４週から満３５週まで
は２週間に１回、妊娠満３６週から出産までは１週間に１回、産
後１年まではその間に１回（医師等の指示があった場合はいず
れの期間においてもその都度）、必要と認められる期間

有給

社会貢献活動（被災地支援等）
のための休暇

１年度につき５日の範囲内の期間 有給

結婚休暇
結婚の日の５日前の日から結婚の日後１月を経過するまでの
連続する５日の範囲内

有給

0
－ 人

6 人

人 － 人 －
人

－ 人
人

人

0

－

－ 人

人

うち部分休業
取得者

人 － 人 － 人

6 人 － 人 － 人

人

6

人5

人 － 人 － 人
0

0

育児休業
等対象者 うち育児休業

取得者
うち育児短時
間勤務取得者

人

休暇の種類 付与日数・期間等 有給・無給
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５　職員の分限及び懲戒処分の状況
（１）分限処分者及び懲戒処分者数

①分限処分
　分限処分とは、公務の能率の維持や適正運営の確保の目的から、勤務成績不良、心身の故障等のため職員が
十分に職責を果たせない場合に、職員の意に反して行う処分です。

注 ２件とも、身体の故障により通常の勤務ができなくなったための休職。

②懲戒処分
　懲戒処分とは、公務員としてふさわしくない非行があった場合に、職員の一定の義務違反に対する道義的責任
を問い、公務における規律と秩序を維持することを目的とした処分です。

６　職員の研修及び勤務成績の評定の状況
（１）研修の状況

　職員の資質向上・人材育成は益子町においても重要課題となっています。職員の能力開発、自己啓発意欲の
促進を目標に、２６年度は以下の共同研修等へ職員を参加させました。

件

実施主体

栃木県市町村振興協会

研修項目

区分

芳賀地区広域行政事務組合

－ 件

人
人

人24

件－ －

4

件

41
栃木県 5
その他 13111

免職

合計

休職
－2

件

件－

－

91

－

人数
19

戒告

降任

－件

人

処分件数

処分件数

区分

件

減給

件 －

停職

降給 合計
件

免職

合計 58 268 人
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（２）勤務成績の評定
　勤務成績の評定の状況については、以下のとおりです。

１２月

目的

３月

実　　　　　施
スケジュー

ル

４月

副町長・教育長・部長 課長

５月

組織目標、分担事務、課あるいは係における立場・役割等を十分踏まえながら、上司と部下が
担当業務（業務課題）、能力開発、勤務態度等について十分に話し合い、共通理解のもとに
目標を設定して業務を遂行するシステムを作ることにより、職場の活性化、管理監督者の経営
管理能力の向上及び人材の育成を図ることを目的として、これまでの勤務評定を２０年度に改
正し、２１年度から本格運用しています。

１１月

一般職員
一般職員の実施スケジュールについては、以下のとおりです。

●所属課目標編
成表の作成 

●各課目標編成表   
とりまとめ 

●所属課目標編
成表の確認 

●個人目標シート
作成、提出 

●個人目標シート
による面接 

●課長による進捗
確認面接 

●２月中旬までに２
次評定を実施し、評
定審査会、町長決
裁を経て評定を決
定 
●決定された勤務
状況評定書により
人事評定票を作成 

●３月中に指導育
成面接を行い、人
材育成の観点から、
職員の最終目標
達成度についての
指導助言を行う 

●課長による目標
達成度についての
面接 

●１２月中に職員
との進捗確認面接 
●１月末までに一
般職員の勤務状況
評定書を作成（１次
評価）し、２次評定
者（副町長・教育
長）へ提出 
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７　職員の福利厚生の状況
（１）職員の健康管理について

①健康診断の実施
　益子町職員安全衛生管理規定に基づき、職員の健康を確保するため健康診断、人間ドックを行っています。２６
年度中の受診者は、以下のとおりです。なお、人間ドック・健康度測定は、後述する栃木県市町村職員共済組合
などから費用の一部が助成されます。

②健康指導等の実施
　職員の健康の保持増進を図るため、産業医により、健康診断に基づく事後管理、一般疾病の予防・治療対策
についての相談及び保健指導を毎月１回実施しています。

（２）職員の共済制度について
　相互救済を目的とする地方公務員等共済組合法の規定に基づき、職員は下記いずれかの共済組合に加入す
ることとなっています。
①栃木県市町村職員共済組合

　職員の大多数（１４７人）が加入しています。事業内容等については下記のとおりです。　

②公立学校共済栃木支部
　小中学校に勤務する町職員の中には、栃木県市町村職員共済組合ではなく公立学校共済に加入している職
員もいます（２人）。事業内容等については、①と同様です。

（３）職員の厚生制度について
　地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項の計画樹立・実施をすることが義務づけられ
ています。職員が加入している福利厚生団体は、以下のとおりです。
①益子町職員研修協議会（町独自の福利厚生実施団体）

　職員の健康保持・増進を図ることにより勤労意欲を高め、また職員個人の資質の向上を図ることを目的として研
修事業を実施しています。２６年度の会員は１７８人（特別職、嘱託職員等を含む。）で、町補助金（会員１人当た
り４，０００円）と会費（１，０００円）で運営し、４人以上のグループ又は事務局が計画した事業に対し会員１人当た
り５，０００円を補助しています。

②（財）栃木県教育福祉振興会
　公立学校共済に加入している職員で構成されている互助会で、事務局は栃木県教育委員会にあります。教育
文化の振興発展への寄与、教育に携わる教職員の服務能率の向上及び福利増進を図ることを目的とした事業
等を行っています。なお、２６年度の会員は２人（掛金負担率：５／１０００）でした。２４年度までは会員掛金のほ
か町からも負担金（負担率：１．９／１０００）を支出していましたが、２５年度からは会員掛金のみによる運営となり
ました。

福祉事業

区分

短期給付事業

長期給付事業
組合員の退職・障害又は死亡に対して、年金又は一時金の給付（退職共済年金・障害
共済年金・遺族共済年金等）を行う。

福祉事業
健康診断などの健康の保持増進事業、保養施設の運営、貸付事業等（人間ドックと健
康度測定の助成・保養所利用助成・貯金事業・住宅貸付事業等）などを行う。

区分 概要

短期給付事業
組合員とその家族の病気・けが・出産・休業又は災害に対して必要な給付（療養給付・
出産費・埋葬料・育児休業手当金・災害見舞金等）を行う。

人間ドック定期健康診断

人 35 人

歯科検診

人

健康診断などの健康の保持増進事業、元気回復事業、研修・教養事業、貸付事業等な
どを行う。

会員とその家族の病気・けが・出産・休業又は災害等に対して給付・補助（医療費補助・
結婚給付金・出産給付金・弔慰金・休業手当金・災害見舞金・入学祝金・永年勤続祝金
等）を行う。

概要

90 46
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８　職員の勤務条件に関する措置要求及び不利益処分に関する不服申立等の利益保護の状況
　益子町では、公平委員会に関する業務を栃木県人事委員会へ委託しています。

（１）勤務条件に関する措置要求の状況
　地方公務員法第４６条の規定に基づき、職員から給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、地方公共団体の
当局が適当な措置をとるよう措置の要求があった場合、同法第４７条の規定に基づき、これを審査し、判定する制
度です。
　なお、益子町においては２５年度末における係属事案はなく、２６年度に新たな措置要求はありませんでした。

（２）不利益処分に関する不服申立の状況
　地方公務員法第４９条から第５１条までの規定に基づき、懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けた職
員から不服申立てがあった場合、公平委員会の業務を委託している栃木県人事委員会において必要な審査を
行い、その結果に基づいて当該不利益処分を承認し、修正し、又は取り消し、及びこれに伴う必要な措置を行う
ことによって職員の身分保障を確保しようとするものであり、準司法的な手続きによる事後審査の制度です。
　なお、益子町においては２５年度末における係属事案はなく、２６年度に新たな不服申立てはありませんでした。
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